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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月２１日（日） １３時２４分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市所在の国道１号線馬
ば

入
にゅう

橋上流 

平塚市所在の大磯港西防波堤灯台から真方位０５２°３.０海里付

近 

 （概位 北緯３５°２０.２′ 東経１３９°２２.１′） 

事故調査の経過  平成２６年９月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーモーターボート スターリング号、０.７トン 

２３５－４５７４４神奈川、個人所有 

４.１４ｍ（Lr）×２.０９ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１４４.２０kＷ、平成１７年４月 

Ｂ 水上オートバイ JET
ジェット

 SKI
スキー

、０.１トン 

２２０－２３９０６長野、個人所有 

２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２１３.００kＷ、平成２４年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１８年２月１６日 

免許証交付日 平成２３年３月３１日 

（平成２８年３月３０日まで有効） 

同乗者Ａ１ 男性 ３０歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１６年１１月２日 

免許証交付日 平成２６年４月１５日 

（平成３１年１１月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 ２人（船長Ａ及び同乗者Ａ１） 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に擦過傷、ウェイクボードタワーに曲損 

Ｂ 船首部船底に破損、船尾のステップに曲損 



- 2 - 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２を乗

せ、相模
さ が み

川の馬入橋上流の中央右岸寄りにおいて、主機を止め、船首

を河口に向けて漂泊し、同乗者Ａ１が操縦席より前方にある左舷側の

船尾方を向いた椅子に腰を掛け、同乗者Ａ２がウェイクボードを付け

て水面に降り、船長Ａが右舷側の操縦席でトーイングロープを伸ばし

ていた。 

船長Ａは、右舷船尾方から船首を左右に振りながら航走して来るＢ

船を認め、動静を監視した。 

船長Ａは、Ｂ船が、Ａ船の右舷方約１０ｍを隔てて通過し、右舷船

首方約５０ｍで左に急旋回した後、右転と左転を繰り返しながらＡ船

の近距離に接近し、船長Ｂが、体勢を崩してバランスを失い、右手で

操縦ハンドルを引いたように見えたとき、右転してＡ船に向かう状況

となり、咄嗟
と っ さ

に上半身を横に傾けた。 

Ａ船は、平成２６年９月２１日１３時２４分ごろ、その右舷船首と

Ｂ船の船首とが衝突した。 

船長Ａは、同乗者Ａ１が呼吸をしていないのに気付いて、人工呼吸

を施し、同乗者Ａ１の意識が戻ったとき、付近にいた人に救急車を要

請してくれるよう叫んだ。 

左岸にある船舶販売店主は、事故を見ていた人から事故の話を聞い

て救急車を要請した。 

Ａ船は、救助に駆けつけた水上オートバイにえい
．．

航されて左岸のマ

リーナに戻り、同乗者Ａ１が、救急車で病院に搬送され、翌２２日に

退院した。 

船長Ａは左腕の打撲及び裂傷を負い、同乗者Ａ１は全身打撲と診断

された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、相模川の馬入橋上流の左岸を出

発し、右岸沿いに約７０～８０km/h の速力（対水速力、以下同じ。）

で遊走していた。 

 船長Ｂは、操縦席に腰を掛け、両足を揃えて左舷側に置き、直進し

ては急旋回を繰り返し、サングラスに水しぶきが掛かって見えにくく

なると、時折左手をハンドルから放し、左手の指でサングラスに付着

した水滴を拭き落としながら遊走を続けていた。 

 船長Ｂは、船首方至近に漂泊中のＡ船を認め、慌ててスロットルレ

バーを放し、左舷側に体重移動をしてＢ船を傾けて避けようとした

が、Ｂ船がＡ船に衝突した。  

船長Ｂは、衝突によって投げ出され、泳いで止まっていたＢ船に乗

ってＡ船に近づき、Ａ船の負傷者の状況を確認した。 

船長Ｂは、右脇腹に打撲を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風速 約２.５m/s、視界 良好 

水象：水面 平穏 
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 その他の事項 

 

 船長Ａ、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂは、遊走中、サングラスに水しぶきが掛かって前方が見えに

くく、本事故時、Ａ船に近づくまで漂泊していたＡ船に気付かなかっ

た。 

船長Ｂは、約１２～１３年前から毎年５～１０月までの間に月２回

程度水上オートバイに乗っており、本事故時、救命胴衣を着用してい

た。 

平塚市役所が発行する「水上バイクライダーの皆さんへ海・川・浜

のルールブック」には、事故発生場所付近の水域について、次のとお

り記載されている。（平塚市役所のホームページより） 

小舟へ接近したり、引き波により危険を覚えさせるような行為はし

ないで下さい。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、相模川の馬入橋上流において漂泊中、船長Ａが、右舷船尾

方から航走して来るＢ船の動静を監視していたところ、近距離に接近

したＢ船がＡ船に向けて右転したことから、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、相模川の馬入橋上流において、速力約７０～８０km/h で遊

走中、船長Ｂが、サングラスに水しぶきが掛かり、時折左手でサング

ラスに付着した水滴を拭き落としながら旋回を繰り返し、周囲の見張

りを適切に行っていなかったことから、漂泊中のＡ船に気付かず、Ａ

船に接近し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、相模川の馬入橋上流において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が速

力約７０～８０km/h で遊走中、船長Ｂが、サングラスに水しぶきが掛

かり、時折左手でサングラスに付着した水滴を拭き落としながら旋回

を繰り返し、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、漂泊中の

Ａ船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、見張りを適切に行い、他の船舶に接近しないように注意す

ること。 

・水上オートバイで旋回するときは、周囲の安全を確認すること。 

 ・近くにいる他船に迷惑が掛からない速力で航行すること。  

 ・水上オートバイを操縦する場合、バランスを失いやすい姿勢で乗

らないこと。 

 


